
１．基準内賃金の３．２ヶ月とすること。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年度 夏季手当（ヶ月） 年末手当（ヶ月） 年間支給（ヶ月） 

２００７年 ２．９５ ３．２５ ６．２【過去最高】 

２０１９年 ２．９１ ３．１８ ６．０９ 

２０２２年 ２．３ ２．４＋２万 

（２．４６相当） 

４．７ 

（４．７６相当） 

２０２３年 ２．５＋５万 

（２．６７相当） 

２．６５＋５万 

（２．８２相当） 

５．１５ 

（５．４９相当） 

２０２４年 ２．７ ２．８＋０．１ ５．６ 

２５春闘について 

情報にしました⑤ 

発行責任者 2025／２／１９  

野中 広俊 
№８１ 

ＪＲ東労組としての夏季手当要求項目です 
 

２００３年以降、ＪＲ東日本における夏季手当・年末手当の年間支給月数は、

東日本大震災による影響があった２０１１～２０１２年以外は、年間６ヶ月ベ

ース（６ヶ月を若干切る年も含む）を維持していました。しかしコロナ禍による

業績悪化の影響で、２０２０年以降の年間支給月数は５ヶ月を切る事態に

なりました。現在においても、コロナ前を超える業績であるにも関わら

ず、６ヶ月支給に戻していません。 

年間６ヶ月支給ベースに戻すには 3.２ヶ月の要求は妥当です！ 
 

また２０２４年度は夏季手当と年末手当の支給額の差は、今までより近い

特徴があります。この点から会社は（夏季手当・年末手当）賞与額を年間分

一括に決めて支給する「年間臨給」を行おうとしている姿勢が見えます。 

本来その時期の業績に応じて支給するはずの賞与を年間で決める事は、

賃金抑制と要求のたたかい・交渉の機会を減らす意図があるのではない

か？と言われても過言ではありません。 


